
 

三
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鎭
國
守
國

神
社
蔵
『
御
参
内
御
行
列
帳
』『
御
在
京
中
御
平
常
御
供
建
』
翻
刻

 

岡　

田　

美　

穂　

略
解
題

　

本
紀
要
第
三
十
六
号
、
第
三
十
七
号
、
第
三
十
八
号
に
翻
刻
掲
載
し
た
桑
名
市
立
中
央
図
書
館
蔵
『
天
保
十
一
年
御
上
京
一
件（
１
）』
に

引
き
続
き
、
桑
名
藩
の
史
料
の
う
ち
上
京
と
行
列
に
関
わ
る
資
料
を
紹
介
す
る
。

　

本
史
料
を
蔵
す
る
鎭
國
守
國
神
社
は
、
現
在
は
三
重
県
桑
名
市
の
桑
名
城
跡
に
鎮
座
し
、
松
平
越
中
守
家
の
祖
で
桑
名
藩
第
五
代
藩

主
と
な
っ
た
松
平
定
綱
（
鎭
國
公
）、
及
び
白
河
藩
主
で
松
平
越
中
守
家
第
九
代
の
松
平
定
信
（
守
國
公
）
を
祀
る
神
社
で
あ
る
。
鎭

國
神
社
は
最
初
、
定
信
に
よ
っ
て
当
時
松
平
越
中
守
家
が
藩
主
と
な
っ
て
い
た
白
河
の
地
に
祀
ら
れ
、
そ
の
後
文
政
六
（
一
八
二
三
）

年
の
桑
名
藩
へ
の
復
封
に
伴
い
、翌
七
年
桑
名
に
遷
祀
さ
れ
た
。
ま
た
守
國
神
社
は
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
に
定
信
の
子
定
永
に
よ
っ

て
創
祀
さ
れ
た
。
鎭
國
守
國
神
社
に
は
定
信
関
連
の
資
料
の
他
、
松
平
越
中
守
家
か
ら
奉
納
さ
れ
た
資
料
、
桑
名
藩
家
臣
家
か
ら
奉
納

さ
れ
た
資
料
等
、
創
祀
以
来
の
白
河
藩
及
び
桑
名
藩
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
が
豊
富
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
今
回
紹
介
す
る
『
御
参
内
御

行
列
帳
』（
以
下
『
参
内
行
列
』）、『
御
在
京
中
御
平
常
御
供
建
』（
以
下
『
平
常
供
建
』）
は
、
と
も
に
桑
名
藩
家
臣
家
で
あ
っ
た
柄
田
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家
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
柄
田
家
文
書
に
属
す
る
史
料
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
両
史
料
の
書
誌
的
事
項
に
つ
い
て
記
す
。
本
史
料
は
と
も
に
横
帳
の
装
丁
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
長
辺
を
縦
に
使
い
、
左
右
に

二
分
割
し
て
供
建
を
記
載
し
て
い
る
（
た
だ
し
『
平
常
供
建
』
は
最
初
に
行
列
行
逢
時
の
留
意
事
項
等
を
記
し
て
い
る
た
め
、
最
初
の

半
丁
分
は
長
辺
を
横
置
き
に
し
て
記
さ
れ
て
い
る
）。
識
語
等
が
な
く
制
作
年
月
は
不
明
な
が
ら
、
両
史
料
は
同
じ
料
紙
を
用
い
、
筆

も
同
筆
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
同
じ
人
物
に
よ
っ
て
筆
記
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い（

２
）。

　

次
に
、『
参
内
行
列
』
及
び
『
平
常
供
建
』
の
内
容
的
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。『
参
内
行
列
』
は
、
京
都
滞
在
時
の
行
列
の
仕
立

て
の
う
ち
、
特
に
宮
中
に
参
内
す
る
折
の
行
列
の
構
成
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
『
平
常
供
建
』
は
、
同
じ
く
京
都
滞
在
時
に
宮

中
以
外
へ
出
向
く
場
合
の
行
列
の
構
成
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
史
料
と
も
、
時
代
や
人
物
名
の
記
載
が
な
く
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ

う
な
目
的
で
上
京
し
た
際
の
も
の
な
の
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
史
料
に
は
特
筆
す
べ
き
特
徴
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
行
列
の
役
割
の
横
に
着
用
す
べ
き
装
束
等
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
の
も
の

が
何
を
着
用
し
て
い
た
の
か
が
判
明
し
、
行
列
の
仕
立
て
を
よ
り
具
体
的
に
読
み
解
く
事
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
『
参
内
行
列
』

と
『
平
常
供
建
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
、参
内
行
列
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
た
と
え
ば
両
史
料
に
つ
い
て
、

下
座
見
以
下
御
徒
士
ま
で
の
行
列
の
構
成
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

『
参
内
行
列
』

　
　
　
　
　

先
払
御
足
軽　

御
口
之
者　
　

御
馬
柄
杓　
　
　
　
　
　
　

御
挟
箱　

鳥
毛
御
鎗　
　
　
　
　

御
徒
士

　
　

下
座
見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
馬　
　
　
　

沓
籠　

御
厩
小
頭　
　
　
　
　
　
　
　

御
参
内
傘　

御
徒
士

　
　
　
　
　

先
払
御
足
軽　

御
口
之
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
挟
箱　

御
素
鎗　
　
　
　
　
　

御
徒
士
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『
平
常
供
建
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
挟
箱　

鳥
毛
御
鑓　
　
　
　
　

御
徒
士

　
　

下
座
見 

御
徒
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
挟
箱　

御
素
鑓　
　
　
　
　
　

御
徒
士

『
平
常
供
建
』と
比
較
す
る
と
、参
内
時
に
は
下
座
見
と
御
挟
箱
の
間
に「
先
払
御
足
軽
」「
御
口
之
者
」「
御
馬
」「
御
馬
柄
杓
」「
沓
籠
」「
御

厩
小
頭
」
な
ど
が
増
え
、
ま
た
鎗
と
御
徒
士
の
間
に
「
参
内
傘
」
が
入
る
。
藩
主
の
参
内
時
の
行
列
と
い
う
特
殊
な
行
列
が
ど
の
よ
う

な
構
成
で
行
な
わ
れ
た
の
か
を
詳
細
に
検
討
で
き
る
資
料
は
多
く
は
な
く
、
大
変
貴
重
で
あ
る
。

　

最
後
に
、先
に
触
れ
た『
天
保
十
一
年
御
上
京
一
件
』（
以
下『
御
上
京
一
件
』）と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。『
御
上
京
一
件
』は
、

定
信
の
孫
で
桑
名
藩
主
で
あ
っ
た
定
和
が
、
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
に
幕
府
名
代
と
し
て
上
京
参
内
し
た
際
の
史
料
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。『
御
上
京
一
件
』
に
は
江
戸
・
桑
名
か
ら
京
都
の
道
中
の
行
列
の
準
備
等
に
言
及
が
あ
る
も
の
の
、
参
内
時
お
よ
び
在

京
中
の
行
列
の
仕
立
て
に
関
す
る
詳
細
な
記
載
が
な
い
。『
参
内
行
列
』
お
よ
び
『
平
常
供
建
』
の
両
史
料
は
、
天
保
十
一
年
の
行
列

の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
な
が
ら
、
桑
名
藩
家
臣
家
の
柄
田
家
の
文
書
で
あ
る
た
め
、
桑
名
藩
で
実
際
に
行
な
わ
れ
た
、
あ
る

い
は
参
考
と
さ
れ
て
い
た
行
列
仕
立
て
だ
と
予
想
さ
れ
、
天
保
十
一
年
の
上
京
に
関
し
て
、
行
列
の
仕
立
て
の
具
体
像
を
推
測
す
る
の

に
充
分
な
史
料
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
両
史
料
は
桑
名
藩
史
、
ま
た
大
名
行
列
の
研
究
に
と
っ
て
大
変
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
。
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注１　

岡
田
美
穂
・
飛
石
眞
理
子
「
桑
名
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
『
天
保
十
一
年
御
上
京
一
件
』
翻
刻
と
解
説
（
一
）
～
（
三
）」『
中
京

大
学
図
書
館
学
紀
要
』
第
三
十
六
号
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
）、
第
三
十
七
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）、
第
三
十
八
号
（
二
〇
一
八

年
三
月
）

２　
『
参
内
行
列
』『
平
常
供
建
』
は
と
も
に
鎭
國
守
國
神
社
所
蔵
資
料
の
う
ち
柄
田
家
文
書
に
属
す
る
。
桑
名
市
教
育
委
員
会
編
『
桑

名
松
平
伝
来
資
料
史
料
調
査
報
告
書
―
鎭
國
守
國
神
社
所
蔵
資
料
目
録
―
』（
桑
名
市
教
育
委
員
会
、
平
成
十
六
年
三
月
）
の
分
類

に
よ
れ
ば
、
柄
田
家
文
書
は
「
多
く
は
近
世
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
も
の
で
、
柄
田
平
常
に
よ
り
筆
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
」（
25
頁
）
ら
し
い
。
ま
た
、『
参
内
行
列
』
及
び
『
平
常
供
建
』
は
、『
諸
行
列
次
第
録　

十
六
』
と
題
さ
れ
た
表
紙
を
付
け
て

全
十
六
冊
が
合
綴
さ
れ
た
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
合
綴
史
料
中
、「
柄
田
平
常
」
の
名
が
表
紙
に
記
さ
れ
る
『
定
永
公
桑
名

城
御
拝
領
御
初
入
御
行
列
帳
』『
定
永
公
江
戸
ゟ
桑
名
迄
御
上
京
御
行
列
帳
』
等
と
料
紙
や
記
述
形
式
等
が
比
較
的
近
く
、
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
か
大
変
興
味
深
い
。

付
記

　

貴
重
な
資
料
の
翻
刻
掲
載
を
ご
許
可
く
だ
さ
っ
た
鎭
國
守
國
神
社
宮
司
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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史
料
翻
刻

翻
刻
凡
例

一
、
供
建
部
分
の
翻
刻
は
読
者
の
便
を
考
慮
し
、
行
列
の
進
行
順
に
並
べ
た
。

二
、
合
字
は
開
い
て
仮
名
表
記
に
改
め
た
。

【
史
料
翻
刻
一
】『
御
参
内
御
行
列
帳
』

御
参
内
御
行
列
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下　
　
白
張
差　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下

　

○
高
張
挑
灯　
　
　
　
　
　

先
払
御
足
軽　
　

○
御
口
之
者　
　
　
　
　

御
馬
柄
杓　
御
足
軽

壱　

人

　
　
　
　
　
　
麻
上
下

京　

雇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
総
懸

　
　
　
　
　
　
　

下
座
見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下　
　
白
張
差

　

○
高
張
挑
灯　
　
　
　
　
　

先
払
御
足
軽　
　

○
御
口
之
者
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網
代
御
紋
付
交　
白
張
差　
　
　
　
　
紋
付
空
板　
麻
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
御
挟
箱　
手
代
共

弐　

人　

○
鳥
毛
御
槍　
手
代
共

弐　

人

　
白
張
差　
　
麻
上
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
張
差

沓
籠　
持
人

壱
人　

御
厩
小
頭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
御
参
内
傘　
手
代
共

弐　

人

　
　
　
　
　
　
　
○
手
提
灯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
網
代
御
紋
付
交　
白
張
差　
　
　
　
　
紋
付
空
板　
麻
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
御
挟
箱　
手
代
共

弐　

人　

○
御
素
槍　
手
代
共

弐　

人

 

麻
上
下　
　
同　
同　
同　

同　

同　

同　

同　
　
　
　
　
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
衣

　

御
徒
士　

同　

同　

同　

同　

同　

同　

御
徒
町
役　
　

御
徒
小
頭　
　
　
　
　
　
　
　

○
高
張
挑
灯　

御
徒
頭

麻
上
下　
　
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紋
付
空
板
麻
上
下

　

御
徒
士　

同　
　

○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
御
長
刀　
手
代
共

弐　

人

麻
上
下　
　
同　
同　
同　

同　

同　

同　

同　
　
　
　
　
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
衣

　

御
徒
士　

同　

同　

同　

同　

同　

同　

御
徒
町
役　
　

御
徒
小
頭　
　
　
　
　
　
　
　

○
高
張
挑
灯　

御
徒
頭
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布
衣　
　
　
素
袍　
　
　
熨
斗
目
麻
上
下　
熨
斗
目
麻
上
下　
熨
斗
目
麻
上
下　
熨
斗
目
麻
上
下　
　
　
　
　
　
麻
上
下

○
御
側
役　

○
御
大
小
性　

御
大
小
性　
　

御
大
小
性　
　

御
大
小
性　
　

御
横
目　
　

御
深
沓
持　
　

御
足
軽

壱　

人　
手
代

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
高
張
桃
灯
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
袍　
　
　
　
　
布
衣　
　
　
　
　
熨
斗
目
麻
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
大
小
性　
　

御
小
性　
　
　

御
大
小
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
駕
籠　
　
　
　
　

御
陸
尺　

拾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
袍　
　
　
　
　
布
衣　
　
　
　
　
熨
斗
目
麻
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
大
小
性　
　

御
小
性　
　
　

御
大
小
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
高
張
桃
灯
○

　
布
衣　
　
　
素
袍　
　
　
熨
斗
目
麻
上
下　
熨
斗
目
麻
上
下　
熨
斗
目
麻
上
下　
熨
斗
目
麻
上
下　
　
　
　
　
　
麻
上
下

○
御
側
役　

○
御
大
小
性　

御
大
小
性　
　

御
大
小
性　
　

御
大
小
性　
　

御
手
廻
頭　

御
浅
沓
持　
　

御
足
軽

壱　

人　
手
代

壱
人

 　
　
　
　
　
　
　
白
張
差　
　
　
　
　
　
黒
羅
紗
羽
折　
　

紋
付
空
板
麻
上
下　
麻
上
下
差　
　
　
白
張
差

　
　
　
　
　
　
　
　

御
草
り
取　

壱
人　
　

御
鎗　
手
代
共

弐　

人　

御
手
廻
小
頭　

御
挟
箱　
手
代
共

弐　

人

　
　
　
　
　
白
張
差　
　
奉
納
御
草
り
持
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
手
桃
灯

○
御
長
柄
傘　
手
代
共

弐　

人　
　
　
　
　
　
　

○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○

　
　
　
　
　
　
　
白
張
差　
　
　
　
　
　
逆
木　
　
　
　

紋
付
空
板
麻
上
下　
麻
上
下
差　
　
　
白
張
差

　
　
　
　
　
　
　
　

御
草
り
取　

壱
人　
　

御
鑓　
手
代
共

弐　

人　

御
下
横
目　
　

御
挟
箱　
手
代
共

弐　

人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
手
桃
灯
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十
徳
差　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
張
差　
　
　
　
　
　
　
　
御
馬
具
才
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
坊
主
壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
口
之
者　
　
　
　
　
　
麻
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
徒
士　

壱
人

　
　
　
白
張
差　
　
　
　
　
紺
無
地
空
板　
　
　
　
　
　
　
紺
無
地
空
板　
　
　
　
　
御
拝
領
御
馬
具
拭

御
簑
箱　
手
代
共

弐　

人　

御
茶
弁
当　
手
代
共

弐　

人　
　

○
同
台
持　

壱
人
○　
　
　
　
　
　

御
牽
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
張
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
口
之
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
△
印
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ヾ
ク

 

△
印
よ
り　
白
張
差　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
張
差

　
　
　
　
　

御
口
之
者　
　
　
　
　
　
　

御
馬
柄
杓　
　

御
足
軽
壱
人　
　
　
　
　
　
　
　

沓
籠　
持
人

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
張
差

　

○　
　
　
　
　
　
　
　

御
召
替
馬　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
鞍
覆
箱　
手
代
共

弐　

人

　
　
　
　
　
白
張
差　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
張
差

　
　
　
　
　

御
口
之
者　
　
　
　
　
　
　

御
馬
柄
杓　
　

御
足
軽
壱
人　
　
　
　
　
　
　
　

沓
籠　
持
人
壱
人
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御
貸
人　

自
分
挑
灯　
麻
上
下　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
貸
人　

自
分
挑
灯　
麻
上
下　
同

○
口
付　
　

若
党　
　

若
党　
　

槍　
　
　

長
柄
傘　
　

○
口
付　
　

若
党　
　

若
党　
　

槍　
　

長
柄
傘

　
　
　
　
　
布
衣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
布
衣

　
　
　
　
　

御
用
人
騎
馬　
　

○　
御
貸
人　
　
　
　

沓
籠　
　
　
　
　
　

御
用
人
騎
馬　
○
御
貸
人　
　

沓
籠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
分
挑
灯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
分
挑
灯

　
　
　
　
　
麻
上
下　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

麻
上
下　
同

○
口
付　
　

若
党　
　

若
党　
　

挟
箱　
　

草
履
取　
　

○
口
付　
　

若
党　
　

若
党　
　

挟
箱　

草
り
取

御
貸
人　

自
分
挑
灯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
貸
人　

自
分
挑
灯

 

麻
上
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下

　

押
御
足
軽　

壱
人　
　
　
　
　

押
御
足
軽　

壱
人　
　

又
供　
　

又
挟
箱　
　

供
鎗　
　

押
御
足
軽　

壱
人

　
　
○
手
挑
灯　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
手
桃
灯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
手
桃
灯

　
　
　
　
　
　
　
　

此
間
置　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　
　
　

○　
　
　

供
鎗

麻
上
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下

　

押
御
足
軽　

壱
人　
　
　
　
　

押
御
足
軽　

壱
人　
　

又
供　
　

又
挟
箱　
　

供
鑓　
　

押
御
足
軽　

壱
人

　
　
○
手
挑
灯　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
手
桃
灯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
手
桃
灯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
駕
籠
触
若
党
草
り
取
銘
々
□
也
并
挟
箱
被
為
持
可
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
供
鑓
之
義
ハ
御
徒
頭
御
側
役
御
大
小
姓
壱
人
為
持
可
申
事
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麻
上
下

　
　
　
　

押
御
足
軽　

壱
人

　
　
　
　
　
　
○
手
挑
灯　
　
　
○　
　
　
　
　
　
　
　
○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○　
　
　
雨
具
入

此
間
置　
　
　
　
　
　
　
　

合
羽
籠　

同　

同　

同　

同　

同　

同　

同　

同　

同　

同　

同　

釣
枠
弐
釣　
手
代
共
二

人
ツ
ヽ

　
　
　
麻
上
下

　
　
　
　

押
御
足
軽　

壱
人

　
　
　
　
　
　
○
手
挑
灯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
羽
籠
持
手
代
と
も
弐
拾
四
人

 　
　
　
　
　
　
　
　

麻
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　

押
御
足
軽　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
手
挑
灯

御
跡
乗　
　
　
同

　

合
羽
籠　
　

同　

　
　
　
　
　
　
　
　

麻
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　

押
御
足
軽　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
手
挑
灯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
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【
史
料
翻
刻
二
】『
御
在
京
中
御
平
常
御
供
建
』

御
在
京
中
御
平
常
御
供
建

 

一
於
道
中
御
摂
家
方
親
王
門
跡
方
御
行
逢

之
節
御
先
片
寄
セ
御
道
具
伏
セ
御
駕
籠
御
通
り

過
候
後
直
ニ
御
通
行
被
遊
候
尤
別
公
家
衆
ハ
片

寄
之
侭
ニ
テ
御
通
行
被
遊
候
事

一
御
摂
家
方
ニ
被
為
入
候
節
ハ
御
門
前
雨
露
外

に
て
御
下
乗
被
遊
候
事

一
二
条
御
城

御
拝
見
之
節
同
処
登
御
門
よ
り
被
為
入
橋
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詰
ニ
テ
御
下
乗
被
遊
候
事

　

御
駕
籠
触　
　
　

九
人

　

御
挟
箱　
　
　
　

持
人
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　

手
代
壱
人

　

御
草
履
取　
　
　

壱
人

　

御
長
柄
傘
持　
　

壱
人

　

押　
　
　
　
　
　

弐
人

　

又
供
草
り
取　
　

十
人

　
　

外
ニ

　

御
用
人　
　
　
　

弐
人

　

御
留
守
居　
　
　

壱
人

御
殿
内
の
供

　

御
用
人　
　
　
　

弐
人

　

御
留
守
居　
　
　

壱
人

　

御
側
役　
　
　
　

壱
人

右
之
通
ニ
有
之
候
併
相
違
之
義
も
有
に
て
候

ハ
ヽ
其
節
御
用
人
よ
り
可
被
達
候
事

一
御
供
方
先
後
之
義
御
行
列
こ
と
也
相
心
得
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可
申
事
尤
先
後
代
り
之
節
は
御
供

触
に
て
相
心
得
可
申
事

一
御
供
触
之
義
は
江
戸
表
ニ
准
シ
触
ノ
列
前
御
供

触
ノ
中
壱
番
触
差
出
二
番
触
之
義
は

触
に
差
出
不
申
候
間
触
出
列
次
に
て
相
心
得

可
申
事

一
御
供
人
数
之
儀
兼
て
申
達
之
通
御
人

少
之
事
ニ
付
御
役
々
勤
劇
は
有
之
候
得

と
も
時
宜
ニ
よ
り
有
功
同
□
ニ
相
成
候
間

厚
相
心
得
可
申
事

 　
花
平
緒
□
小
輪
貫
一
ツ　
　
網
代　
　
紋
付
羽
織　
　
　
　
　
　
紋
付
羽
織　
　
　
麻
上
下

　
白
上
リ
羽
織
袴　
　
　
　
　

御
挟
箱　
手
代
共

弐　

人　
　

鳥
毛
御
鑓　
手
代
共

弐　

人　
　

○
御
徒
士　

同　

同　

御
徒
町
役　

御
徒
小
頭

○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

京
雇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下

　
　
　

下
座
見　

壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
徒
士　

同　

○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
網
代　
　
紋
付
羽
織　
　
　
　
　
　
紋
付
羽
織　
　
　
麻
上
下

○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
挟
箱　
手
代
共

弐　

人　
　

御
素
鑓　
手
代
共

弐　

人　
　

○
御
徒
士　

同　

同　

御
徒
町
役　

御
徒
小
頭
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麻
上
下　
　
　
　
麻
上
下　
　

同　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

羽
織

　
　
　
　
　
　
　
　

御
徒
頭　
　
　

御
大
小
姓　

御
大
小
姓　
　
　

御
大
小
姓　
　
　
　

御
横
目　
　
　
　
　
　

御
草
履
取　

壱
人

　
　
　
紋
付
羽
織　
　
　
　
○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

羽
織

御
長
刀　
手
代
共

弐　

人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
駕
籠　
　
　
　
　

御
陸
尺　
　
　
　
　

○
御
長
柄
傘　
手
代
共

弐　

人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
　
　
　
　
麻
上
下　
　
　
　
麻
上
下　
　

同　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

羽
織

　
　
　
　
　
　
　
　

御
徒
頭　
　
　

御
側
役　
　

御
大
小
姓　
　
　

御
大
小
姓　
　
　
　

御
手
廻
頭　
　
　
　
　

御
草
履
取　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
社
参
詣
之
節
ハ
御
駕
籠
触
之
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熨
斗
目
差
用
之
事

 

黒
ラ
シ
ャ
羽
折　
紋
付
羽
織　
　
　
　
　
　
　
　
紋
付
羽
織

　
　

御
鎗　
手
代
共

弐　

人　

御
手
廻
小
頭　

御
挟
箱　
手
代
共

弐　

人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
坊
主　

壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
手
挑
灯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紋
付
羽
織　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紺
無
地
空
板

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　
　
　
　
　
　

御
簑
箱　
手
代
共

弐　

人　
　
　

御
茶
弁
当　
持
人
弐
人　
　

台
持　

壱
人

逆
木　
紋
付
羽
織　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紋
付
羽
織

　
　

御
鎗　
手
代
共

弐　

人　

御
下
横
目　
　

御
挟
箱　
手
代
共

弐　

人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
手
挑
灯
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御
馬
具
才
判

　
　
　
　
　
　
麻
上
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羽
織
差

御
口
之
者　
　

御
徒
士　

壱
人　

御
口
之
者　
　
　

御
馬
柄
杓　
　
　

御
足
軽　

壱
人

　
　
　
御
拝
領
御
馬
具
懸　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紺
無
地
空
板

　
　
　
　

御
牽
馬　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
召
替
馬　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
鞍
覆
箱　
手
代
と
も

弐　
　

人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羽
織
差

御
口
之
者　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
口
之
者　
　
　

御
馬
柄
杓　
　
　

御
足
軽　

壱
人

 　
　
紺
無
地
空
板　
　
　
　
　
御
貸
人　

自
分
挑
灯

沓
籠
持　

壱
人　
　
　
　
　

○
口
付　
　

若
党　

若
党　
　

鎗　
　
　

長
柄
傘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
跡
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
用
人
騎
馬　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沓
籠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
貸
人

　
　
紺
無
地
空
板　
　
　
　
　
自
分
挑
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